
2006年3月17日 

サンシングループ各位 

 

鳥・新型インフルエンザ予防対策運動 
ＫＳＴ企画室       
財務経理部 総務法務G 

 

３月も半ばに入り、徐々に過ごしやすい季節となってきました。 

サンシングループでは、昨年末より「インフルエンザ予防運動」を実施し、今年に入り更に「花粉症及び風邪

予防運動」を行ってきました。 

例年であれば、インフルエンザの流行時期は１２月～３月といわれており、インフルエンザの猛威は終息に

向かう時期となります。 

 

しかし、本年は、2005年11月14日に「新型インフルエンザ対策行動計画」が厚生労働省を中心に策定され、

文部科学省においても同日「文部科学省インフルエンザ対策本部」を設置し、学校における予防対策等を記

した通知があったように、現状では新型インフルエンザは出現していませんが、鳥・新型インフルエンザの予

防対策は継続して実施してく必要があります。 

 
 サンシングループとしては、「インフルエンザ予防運動」及び「花粉症及び風邪予防運動」を継続して実施す

るとともに、「鳥・新型インフルエンザ予防運動」も併せて追加実施いたしますので、以下のことを周知徹底し

て下さい。 

 

 

１、 インフルエンザ予防対策 

 

①新型インフルエンザ 「インフルエンザ予防運動」の再周知となります。 

○うがいや手洗い、マスクの着用、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えること。 

○十分に休養をとり、体力や抵抗力を高め、日頃からバランスよく栄養をとること。 
 

②鳥インフルエンザ 

○野鳥にはなるべく近づかないこと。近づいた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。 

○死んだ野鳥を発見した場合には触らず、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に相談するこ

と。 

○鳥や動物を飼育している場合には、檻から外に出さないなどの対策を講じることによって、それ

らが野鳥と接触しないようにすること。また、飼育動物等に触った後は手洗いやうがいを行い、

糞尿は速やかに処理するなどして飼育動物の周りを清潔にすることなどを心がけること。 
 

皆さんの健康と生命を守る為の運動です。会社から言われたからではなく、自分並びに家族の為

に励行し、体調が悪いときは、病院へ行って受診して下さい。 
 

 

２、 詳細について 
 

詳細については、新型インフルエンザ等に関するＱ＆Ａ（厚生労働省）、鳥インフルエンザに関するＱ＆Ａ

（国立感染症研究所  感染症情報センター）をご参照ください。 

[新型インフルエンザとは…]  （厚生労働省ＨＰ「新型インフルエンザ等に関するＱ＆Ａ」より） 



 インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによっておこる病気です。ヒトだけでなく、他の動

物もインフルエンザウイルスに感染します。通常、インフルエンザウイルスは、例えばヒトからヒトへといった同

種の間で感染するものです。 

 しかし、インフルエンザウイルスの性質が変わる（変異する）ことによって、これまでに、ヒトに感染しなかった

インフルエンザウイルスが、ヒトへ感染するようになり、そしてさらにはヒトからヒトへ感染するようになります。

この変異したインフルエンザウイルスのことを新型インフルエンザウイルスといい、そのウイルスによって起こ

るインフルエンザを新型インフルエンザといいます。 

 

○鳥インフルエンザ関連情報 

国 内 文部科学省   http://www.mext.go.jp/ 

外務省海外安全HP   http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 

厚生労働省   http://www.mhlw.go.jp/index.html 

厚生労働省検疫所   http://www.forth.go.jp/ 

国立感染症研究所  感染症情報センター   http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 

東京都感染症情報センター   http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/avian/index.html 

海 外 WHO(世界保健機構)   http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

 

 

以上、不明点等ございましたら、ＫＳＴ企画室又は総務・法務Ｇまでお問合せ下さい。 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

